
族
規
範
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
は
明
治
維
新
前
後
の
甲
斐
国
に
み
ら
れ
る
直
系
家
族
慣
行
の
特
質

と
要
因
に
つ
い
て
の
分
析
結
果
で
あ
る
。
幕
末
・
明
治
維
新
前
後
の
甲
斐

国
に
は
、
男
子
婚
姻
年
齢
に
低
い
傾
向
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
時

期
の
三
世
代
家
族
形
態
及
び
隠
居
慣
行
の
増
加
を
も
た
ら
す
要
因
に
な
っ

た
と
推
定
さ
れ
る
。

こ
の
時
期
の
農
民
家
族
は
明
治
期
に
形
成
さ
れ
た
公
的
な
「
家
」
制
度

に
対
し
、
地
域
に
根
ざ
し
た
家
族
慣
行
の
中
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
隠
居
年

齢
が
満
六
○
歳
に
制
限
さ
れ
た
明
治
民
法
制
定
前
に
お
け
る
甲
斐
国
内
で

は
、
後
継
ぎ
の
婚
姻
時
と
父
親
の
隠
居
時
が
近
い
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
ら

の
直
系
家
族
慣
行
上
の
特
質
は
、
明
治
民
法
及
び
明
治
以
後
の
戸
籍
制
度

（
１
）

上
の
家
父
長
主
義
的
考
え
方
と
は
異
な
る
、
農
村
に
み
ら
れ
た
現
実
の
家

明
治
維
新
前
後
の
甲
斐
国
に
み
ら
れ
る
直
系
家
族
慣
行

〔
研
究
ノ
ー
ト
〕

は
じ
め
に

（
２
）

と
こ
ろ
で
「
家
族
構
成
」
に
お
い
て
戸
田
貞
三
は
、
明
治
維
新
前
後
に

お
け
る
家
族
構
成
を
示
す
村
と
し
て
、
慶
応
四
年
の
相
模
国
足
柄
郡
土
肥

鍛
冶
屋
村
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
同
村
で
は
全
村
八
二
家
族
中
の
三
世
代

家
族
比
が
六
二
％
と
高
く
、
又
約
四
○
％
は
世
帯
主
の
父
親
と
共
に
傍
系

親
族
を
多
く
含
ん
で
い
る
。
こ
の
要
因
に
つ
い
て
戸
田
貞
三
は
、
こ
の
時

期
の
低
い
婚
姻
年
齢
と
共
に
後
継
ぎ
の
婚
姻
と
父
親
の
隠
居
が
近
い
時
期

で
あ
る
こ
と
を
推
定
し
て
い
る
。
こ
の
学
説
は
、
三
世
代
家
族
の
形
成
要

因
に
関
す
る
学
説
の
延
長
上
に
あ
る
。
同
氏
は
三
世
代
家
族
の
形
成
要
因

と
し
て
、
平
均
寿
命
、
出
生
率
、
平
均
婚
姻
年
齢
を
あ
げ
、
前
二
要
因
が

一
定
の
社
会
に
お
い
て
は
平
均
婚
姻
年
齢
に
よ
り
、
三
世
代
家
族
比
が
決

ま
る
と
し
た
。

本
稿
で
は
幕
末
・
明
治
初
年
を
中
心
と
す
る
甲
斐
国
内
の
数
力
村
を
対

象
と
し
、
主
に
宗
門
人
別
改
帳
の
分
析
に
よ
り
、
右
の
戸
田
学
説
の
検
証

を
試
み
た
い
と
考
え
る
。

荻
原
香
代
子
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（
３
）

本
稿
の
分
析
で
依
拠
し
た
主
な
資
料
は
宗
門
人
別
改
帳
、
「
熊
野
村
明
治

三
年
戸
籍
下
調
簿
」
、
「
山
梨
県
統
計
害
」
（
山
梨
県
編
）
で
あ
る
。

宗
門
人
別
改
帳
に
基
づ
く
平
均
婚
姻
年
齢
の
算
出
に
際
し
て
は
、
こ
の

時
期
を
含
む
近
世
未
年
の
宗
門
人
別
改
帳
に
載
る
家
族
が
、
世
代
の
継
承

に
よ
っ
て
存
続
を
す
る
典
型
的
な
直
系
家
族
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、

個
々
の
直
系
家
族
の
長
期
変
遷
を
辿
る
方
法
に
拠
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
二

に
述
べ
る
歴
史
人
口
学
の
先
行
研
究
に
お
い
て
採
ら
れ
た
、
家
族
の
行
動

追
跡
の
方
法
と
同
種
の
も
の
と
い
え
る
。

宗
門
人
別
改
帳
は
毎
年
作
成
さ
れ
た
が
、
現
存
す
る
宗
門
人
別
改
帳
に

は
年
号
に
二
年
以
上
の
前
後
間
隔
が
多
く
、
し
た
が
っ
て
こ
の
間
に
な
さ

れ
た
婚
姻
の
時
期
及
び
当
事
者
の
年
齢
は
、
次
の
様
に
推
定
を
し
た
。
そ

の
間
隔
が
二
～
三
年
の
場
合
、
こ
の
間
の
婚
姻
年
齢
と
婚
姻
時
は
、
後
の

宗
門
人
別
改
帳
に
記
さ
れ
た
も
の
か
ら
一
年
を
引
き
、
間
隔
が
四
年
の
場

合
は
二
年
を
引
き
（
間
隔
が
五
年
以
上
は
不
明
と
す
る
）
、
そ
し
て
そ
の
結

果
収
集
を
し
た
婚
姻
年
齢
の
総
和
を
婚
姻
者
総
数
で
除
し
、
平
均
婚
姻
年

齢
を
近
似
値
と
し
て
求
め
、
数
え
年
で
表
１
及
び
本
文
に
示
し
た
。

戸
田
貞
三
、
小
山
隆
、
喜
多
野
清
一
等
の
家
族
社
会
学
者
は
、
宗
門
人

二
宗
門
帳
を
用
い
た
歴
史
人
口
学
の
先
行
研
究

｜
資
料
の
分
析
方
法

別
改
帳
を
資
料
と
す
る
歴
史
人
口
学
研
究
を
行
い
、
近
世
の
家
族
の
内
部

（
４
）

構
造
を
明
ら
か
に
し
た
。
戸
田
貞
三
は
『
家
族
構
成
」
に
お
い
て
大
正
九

年
当
時
の
家
族
構
成
の
他
に
、
明
治
以
前
の
村
落
の
分
析
を
行
い
、
そ
の

三
世
代
世
帯
比
は
そ
の
地
方
の
平
均
婚
姻
年
齢
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
推
定

（
一
、
）

を
し
た
。
し
か
し
『
家
族
構
成
』
は
主
と
し
て
大
正
九
年
を
対
象
と
す
る

研
究
で
あ
り
、
近
世
村
落
に
お
け
る
戸
田
学
説
の
検
証
は
今
日
に
残
さ
れ

た
課
題
で
あ
る
と
い
え
る
。
本
稿
は
近
世
末
、
明
治
初
期
の
甲
斐
国
内
数

力
村
の
宗
門
人
別
改
帳
を
資
料
と
し
て
戸
田
学
説
の
検
討
を
行
う
。

と
こ
ろ
で
戸
田
貞
三
の
家
族
研
究
は
、
家
制
度
の
研
究
で
も
あ
る
と
さ

（
６
）

れ
る
が
、
そ
れ
は
「
家
族
構
成
」
第
二
章
で
行
わ
れ
た
三
世
代
世
帯
の
分

（
【
ｊ
）

析
に
も
表
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
戸
田
貞
三
は
「
家
族
構
成
』
に
お
い
て
、

大
正
九
年
の
国
勢
調
査
結
果
や
宗
門
人
別
改
帳
の
数
量
分
析
に
よ
る
具
体

的
な
研
究
方
法
を
通
し
、
家
長
的
家
族
制
度
下
の
三
世
代
家
族
の
研
究
を

行
っ
た
。
又
近
年
、
家
族
社
会
学
者
は
、
宗
門
人
別
改
帳
を
資
料
と
す
る

（
８
）

家
研
究
を
進
め
て
い
る
。
正
岡
寛
司
等
は
、
近
世
の
家
の
継
承
規
則
の
規

範
的
な
形
態
及
び
実
際
の
継
承
者
等
を
重
視
す
る
基
本
的
な
立
場
に
立
ち
、

そ
の
具
体
的
な
研
究
方
法
と
し
て
宗
門
人
別
改
帳
に
載
る
世
帯
及
び
そ
の

中
の
個
人
の
行
動
追
跡
に
よ
る
、
近
世
の
家
族
及
び
個
人
の
時
系
列
、
縦

断
的
な
分
析
を
行
っ
て
き
た
。
宗
門
人
別
改
帳
に
載
る
個
人
の
行
動
追
跡

に
よ
る
分
析
は
、
日
本
に
お
け
る
歴
史
人
口
学
の
先
駆
者
で
あ
る
速
水
融

（
９
）等

に
よ
り
、
限
定
的
に
行
わ
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
正
岡
、
藤
見
、
嶋

崎
等
は
こ
の
方
法
を
発
展
的
に
開
拓
し
、
家
の
研
究
を
右
の
様
に
進
め
て

き
た
。
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（
叩
）

『
家
族
構
成
』
に
掲
載
さ
れ
た
明
治
未
か
ら
昭
和
初
年
に
至
る
全
国
平
均

男
女
初
婚
年
齢
（
満
年
齢
）
に
よ
る
と
、
明
治
四
二
年
の
男
子
は
二
六
・

八
八
歳
、
女
子
は
二
二
・
九
二
歳
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
昭
和
五
年
の
二
七
．

三
三
歳
（
男
子
）
、
二
三
・
二
一
歳
（
女
子
）
へ
と
漸
次
的
に
上
昇
を
続
け

る
。
戸
田
貞
三
は
、
明
治
以
前
の
男
女
平
均
婚
姻
年
齢
は
こ
れ
よ
り
低
く

（
Ⅲ
）

又
地
方
に
よ
り
差
が
あ
る
と
推
定
し
た
。

山
梨
県
の
明
治
期
の
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
は
四
に
後
述
す
る
様
に
、
上

昇
傾
向
が
あ
る
が
、
明
治
前
期
に
は
明
治
末
以
後
の
全
国
平
均
よ
り
も
か

な
り
低
い
。
こ
の
こ
と
は
戸
田
貞
三
の
右
の
推
定
の
妥
当
性
を
裏
付
け
る

も
の
と
な
っ
て
い
る
。
明
治
前
期
の
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
の
、
こ
の
低
い

状
況
に
先
行
す
る
幕
末
・
明
治
初
期
の
山
梨
県
（
甲
斐
国
）
の
平
均
婚
姻

宗
門
人
別
改
帳
に
載
る
家
族
の
行
動
追
跡
に
よ
る
分
析
方
法
の
開
発
は
、

近
世
の
家
族
に
対
す
る
視
野
を
広
げ
つ
つ
あ
る
。
右
に
み
る
様
に
戸
田
貞

三
が
先
駆
的
に
行
っ
た
、
近
世
村
落
に
お
け
る
三
世
代
世
帯
比
と
そ
の
要

因
に
関
す
る
推
定
に
よ
る
家
制
度
の
研
究
は
、
宗
門
人
別
改
帳
に
基
づ
く

家
族
の
時
系
列
的
な
観
察
に
よ
り
、
具
体
的
な
分
析
が
よ
り
一
層
可
能
に

な
っ
た
と
い
え
る
。
本
稿
で
は
平
均
婚
姻
年
齢
、
婚
姻
と
隠
居
の
関
連
等

の
直
系
家
族
慣
行
の
検
討
に
お
い
て
こ
の
方
法
に
依
拠
す
る
と
こ
ろ
が
大

き
く
、
さ
ら
に
慎
重
な
そ
の
適
用
を
期
し
つ
つ
、
現
時
点
で
の
分
析
を
試

み
る
。

三
平
均
婚
姻
年
齢
に
関
す
る
先
行
研
究

（
皿
）

年
齢
に
つ
い
て
み
る
と
、
山
梨
郡
上
萩
原
村
上
切
の
男
子
平
均
初
婚
年
齢

（
数
え
年
）
は
天
明
八
年
～
文
化
七
年
の
二
八
・
三
歳
か
ら
嘉
永
四
年
～
明

治
二
年
の
二
六
・
二
歳
に
低
下
を
し
て
い
る
（
こ
れ
に
対
し
女
子
平
均
婚

姻
年
齢
（
数
え
年
）
は
二
二
・
○
歳
か
ら
二
二
・
八
歳
に
や
や
上
昇
を
し

て
い
る
）
。
又
文
化
六
年
～
明
治
五
年
の
新
倉
村
の
平
均
婚
姻
年
齢
（
数
え

年
）
は
、
男
子
で
は
二
五
・
六
歳
、
女
子
で
は
二
四
・
○
歳
で
あ
り
、
文

化
三
年
か
ら
明
治
三
年
の
大
明
見
村
で
は
男
子
が
二
六
・
二
歳
、
女
子
が

二
二
・
七
歳
で
あ
る
。
都
留
郡
内
の
こ
れ
ら
ニ
カ
村
の
男
子
平
均
婚
姻
年

齢
は
再
婚
を
含
む
の
で
初
婚
者
の
み
で
は
さ
ら
に
低
い
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
し
た
が
っ
て
幕
末
・
明
治
初
期
の
甲
斐
国
に
は
、
男
子
の
平
均
婚
姻

年
齢
に
低
い
傾
向
が
あ
る
と
い
え
る
。

（
Ｂ
）

と
こ
ろ
で
速
水
融
の
分
析
に
よ
る
信
州
諏
訪
郡
の
男
子
平
均
婚
姻
年
齢

は
、
一
七
二
○
年
代
に
二
九
・
七
歳
と
高
い
が
徐
々
に
低
下
を
し
、
一
八

五
○
年
代
に
は
二
七
・
二
歳
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
女
子
に
つ
い
て
横
内

村
を
み
る
と
一
七
○
○
年
代
前
半
の
一
六
・
九
歳
か
ら
一
八
五
○
～
一
八

七
○
年
の
二
一
・
七
歳
に
上
昇
を
し
、
近
世
の
諏
訪
郡
に
お
け
る
女
子
平

均
婚
姻
年
齢
の
傾
向
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

こ
の
諏
訪
郡
の
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
の
低
下
傾
向
は
、
前
述
し
た
様
に

幕
末
・
明
治
初
の
甲
斐
国
山
梨
郡
上
萩
原
村
上
切
に
も
同
様
に
し
て
み
ら

れ
る
傾
向
で
あ
る
。
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
の
、
こ
れ
ら
の
長
期
変
動
上
に

認
め
ら
れ
る
低
下
傾
向
を
前
提
と
し
て
、
本
稿
で
は
甲
斐
国
内
の
村
々
を

対
象
と
し
、
そ
の
傾
向
性
の
有
無
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
。

（
Ｍ
）

な
お
成
松
佐
恵
子
の
分
析
に
よ
る
近
世
の
東
北
地
方
の
一
村
落
で
あ
る
、
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奥
州
安
積
郡
下
守
屋
村
の
平
均
婚
姻
年
齢
は
低
く
、
男
子
が
一
五
～
二
三

歳
で
あ
り
、
女
子
は
一
八
世
紀
前
半
の
二
・
二
歳
か
ら
一
九
世
紀
後
半

の
一
八
・
七
歳
へ
と
上
昇
し
て
い
る
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
近
世
の
甲
信
地

方
の
男
女
平
均
婚
姻
年
齢
は
高
く
、
婚
姻
年
齢
と
い
う
家
族
慣
行
の
分
析

に
お
い
て
は
そ
の
地
域
差
の
存
在
を
前
提
と
す
る
数
量
的
認
識
が
求
め
ら

れ
る
と
い
え
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
明
治
末
年
以
後
の
全
国
平
均
男
子
初
婚
年
齢
に
は

上
昇
傾
向
が
あ
る
が
、
明
治
四
二
年
で
も
二
六
・
八
八
歳
（
満
年
齢
）
と

比
較
的
高
く
、
こ
れ
は
明
治
期
を
通
じ
て
の
上
昇
結
果
を
示
す
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

「
山
梨
県
統
計
害
」
（
山
梨
県
編
）
を
資
料
と
す
る
明
治
期
の
山
梨
県
男

子
平
均
婚
姻
年
齢
（
再
婚
を
含
む
．
数
え
年
）
は
明
治
一
六
年
に
二
六
・

四
歳
で
あ
る
。
こ
れ
は
再
婚
を
含
む
数
え
年
で
あ
る
の
で
、
明
治
末
年
の

全
国
平
均
に
比
べ
る
と
、
明
治
前
期
の
山
梨
県
の
男
子
平
均
初
婚
年
齢
は

低
い
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
山
梨
県
の
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
は
明
治
二
六

年
の
二
八
・
三
歳
、
四
一
年
の
二
九
・
○
歳
、
四
五
年
の
二
九
・
九
歳
と

上
昇
を
す
る
（
女
子
も
一
六
年
の
二
三
・
二
歳
、
二
六
年
の
二
四
・
六
歳
、

四
五
年
の
二
四
・
四
歳
と
上
昇
を
す
る
）
。

明
治
前
期
の
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
は
以
上
の
よ
う
に
、
明
治
中
後
期
の

山
梨
県
平
均
・
全
国
平
均
に
比
べ
る
と
低
い
。
こ
の
男
子
平
均
婚
姻
年
齢

四
近
世
末
・
明
治
初
期
の
男
子
平
均
婚
姻
年
齢

が
出
現
す
る
こ
と
に
関
す
る
具
体
的
な
解
明
は
進
ん
で
い
な
い
。
本
稿
で

は
近
世
末
・
明
治
初
期
の
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
の
状
況
を
分
析
し
、
明
治

前
期
と
の
関
連
性
の
手
が
か
り
を
求
め
た
い
。
し
か
し
こ
こ
で
対
象
と
す

る
の
は
一
○
力
村
余
の
少
数
例
に
す
ぎ
ず
、
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
に
関
す

る
他
村
を
も
含
め
た
比
較
分
析
は
今
後
の
検
討
を
要
す
と
い
え
る
。

表
１
は
近
世
末
・
明
治
初
の
約
八
○
年
間
に
お
け
る
村
々
の
平
均
婚
姻

年
齢
で
あ
る
。
同
表
に
よ
る
と
天
保
八
年
～
慶
応
四
年
の
巨
摩
郡
荒
川
村

で
は
二
四
・
九
歳
、
天
保
五
年
～
慶
応
四
年
の
山
梨
郡
綿
塚
村
で
は
二
三
・

五
歳
、
弘
化
二
年
～
明
治
二
年
の
山
梨
郡
下
小
田
原
村
で
は
二
三
・
二
歳
、

文
化
元
年
～
文
化
一
二
年
の
巨
摩
郡
新
奥
村
で
は
二
三
・
八
歳
な
ど
と
低

い
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
明
治
前
期
の
山
梨
県
の
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
は

再
婚
を
含
み
二
六
・
四
歳
（
一
六
年
）
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
村
に
み
ら

れ
る
低
い
数
値
は
、
明
治
前
期
の
山
梨
県
平
均
に
先
行
す
る
現
象
で
あ
る

と
仮
定
さ
れ
る
。

次
に
明
治
初
年
の
戸
籍
関
連
文
書
に
基
づ
き
、
再
婚
を
含
む
平
均
婚
姻

年
齢
を
同
表
に
み
る
と
、
文
化
一
八
年
～
明
治
三
年
の
山
梨
郡
熊
野
村
で

は
二
六
・
一
歳
、
文
化
六
年
～
明
治
五
年
の
都
留
郡
新
倉
村
で
は
二
五
・

六
歳
、
嘉
永
三
年
～
明
治
三
年
の
都
留
郡
大
明
見
村
で
は
二
五
・
八
歳
で

あ
る
。
こ
れ
ら
三
力
村
の
平
均
婚
姻
年
齢
は
、
明
治
前
期
の
山
梨
県
平
均

に
近
い
。

と
こ
ろ
で
表
１
に
は
、
一
八
五
○
年
以
後
の
幕
末
・
維
新
期
を
含
む
時

期
に
、
男
子
平
均
初
婚
年
齢
が
低
下
を
す
る
村
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
時
期

に
下
条
南
割
村
で
は
二
五
・
八
歳
（
天
保
一
二
年
～
元
治
二
年
は
二
六
・
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表1平均婚姻年齢

(山梨郡平沢村、同熊野村、都留郡新倉村、同大明見村の男子は再婚を含むが、他

は初婚のみによる。女子はすべて再婚を含む）

注山梨郡平沢村、同熊野村、都留郡大明見村は「明治3年戸籍下調簿に」よる。

都留郡新倉村上組は「明治5年戸籍下調簿」による。他はすべて宗門人別改

帳による。
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村 名 年 代
平均婚姻年齢

男子 婚姻者数 女子 婚姻者数

山梨郡上萩原村上切

同上

山梨郡上粟生野村

同上

山梨郡下小田原村上条組

山梨郡綿塚村

同上

山梨郡平沢村

山梨郡熊野村

巨摩郡荒川村

同上

巨摩郡東南湖村

巨摩郡吉田村

巨摩郡西野村北組

巨摩郡下条南割村

同上

巨摩郡下円井村

同上

同上

巨摩郡新奥村

都留郡新倉村上組

都留郡大明見村

同上

天明8～文化7

嘉永4～明治2

文化l～文久2

嘉永3～文久2

弘化2～明治2

天保5～慶応4

嘉永3～慶応4

天保8～明治3

文化12～明治3

天保8～慶応4

嘉永3～慶応4

嘉永4～文久3

安政2～慶応3

寛政3～天保4

天保12～元治2

嘉永7～元治2

天明3～文政12

６
２

永
治

嘉
明

一
一

１
ｌ

保
政

天
安

文化l～文化12

文化6～明治5

文化3～明治3

嘉永3～明治3

28．3

26．2

26．9

25．9

23．2

23．5

23.1

28．5

26．1

24．9

23．6

26．7

25.8

26.7

26.6

25.0

29.4

26.1

24.1

23.8

25．6

26．2

25．8

52

62

93

19

16

48

25

28

67

30

10

52

48

48

51

14

27

36

44

5

70

195

129

20．7

22．8

21．3

20．4

19．6

19．9

24．6

21.7

20．2

19．9

21．9

21．9

19．9

21．8

20.6

22．6

21．9

21．0

19．8

24．0

22.7

23．9

副
卵
兜
一
肥
妬
犯
羽
田
朗
皿
魂
妃
妬
姐
皿
陥
拓
虹
行

0

81

257

148



六
歳
）
に
、
下
円
井
村
で
は
二
四
・
一
歳
（
天
保
元
年
～
嘉
永
六
年
は
二

六
・
一
歳
）
に
、
荒
川
村
で
は
二
三
・
六
歳
（
天
保
八
年
～
慶
応
四
年
は

二
四
・
九
歳
）
に
、
又
綿
塚
村
で
も
二
三
・
一
歳
（
天
保
五
年
～
慶
応
四

年
は
二
三
・
五
歳
）
に
低
下
を
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
必
ず
し
も
多
人
数

の
平
均
と
は
限
ら
ず
、
こ
の
時
期
の
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
の
低
下
に
つ
い

て
は
今
後
の
検
討
を
要
す
と
い
え
る
。

こ
れ
に
対
し
一
八
○
○
年
前
後
に
さ
か
の
ぼ
っ
た
時
期
を
含
む
男
子
平

均
初
婚
年
齢
は
比
較
的
高
く
、
天
明
六
年
～
文
化
七
年
の
山
梨
郡
上
萩
原

村
上
切
は
二
八
・
三
歳
、
文
化
元
年
～
文
久
二
年
の
山
梨
郡
上
粟
生
野
村

は
二
六
・
九
歳
、
寛
政
三
年
～
天
保
四
年
の
巨
摩
郡
西
野
村
北
組
は
二
六
．

七
歳
、
天
明
三
年
～
文
政
一
二
年
の
巨
摩
郡
下
円
井
村
は
二
九
・
四
歳
で

あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
村
で
も
幕
末
・
維
新
期
近
く
に
低
下
を
し
、
上

萩
原
村
上
切
は
二
六
・
二
歳
に
、
上
粟
生
野
村
は
二
五
・
九
歳
に
、
下
円

（
賜
）

井
村
は
二
四
・
一
歳
に
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
に
み
ら
れ
る
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
の
低
下
の
要
因
は
本
稿
で
の
検

（
妬
）

討
の
範
囲
に
は
な
い
も
の
の
、
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
の
低
下
は
直
系
家
族

形
態
に
影
響
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
以
下
に
こ
の
時
期
の
家

族
形
態
に
つ
い
て
分
析
し
た
い
と
考
え
る
。
な
お
表
１
に
よ
る
女
子
の
平

均
婚
姻
年
齢
に
は
男
子
の
よ
う
な
変
化
は
み
ら
れ
な
い
。

『
家
族
構
成
』
に
お
い
て
戸
田
貞
三
は
、
大
正
九
年
の
国
勢
調
査
結
果
分

五
近
世
末
・
明
治
初
の
一
一
一
世
代
家
椥

析
に
基
づ
き
、
三
世
代
家
族
の
形
成
要
因
と
し
て
平
均
寿
命
、
出
生
率
、

平
均
婚
姻
年
齢
を
あ
げ
、
前
二
要
因
が
一
定
の
社
会
で
は
平
均
婚
姻
年
齢

に
よ
っ
て
三
世
代
家
族
比
が
決
ま
る
と
し
た
。
こ
の
戸
田
学
説
は
全
国
・

都
道
府
県
等
を
単
位
と
す
る
統
計
分
析
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿

で
は
甲
斐
国
の
近
世
末
及
び
明
治
初
の
村
落
規
模
の
集
団
へ
の
、
こ
の
戸

田
学
説
の
適
用
を
課
題
と
し
て
い
る
。

四
に
み
る
よ
う
に
綿
塚
村
、
荒
川
村
等
で
は
幕
末
に
男
子
平
均
初
婚
年

齢
が
低
下
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
表
２
に
両
村
の
三
世
代
家
族
比
を
み

る
と
、
男
子
平
均
初
婚
年
齢
が
低
下
を
す
る
年
代
を
含
む
期
間
内
で
は
、

上
昇
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
綿
塚
村
で
は
一
二
～
二
五
％
（
天
保
五
年

～
嘉
永
三
年
）
か
ら
二
五
～
三
四
％
（
嘉
永
七
年
～
慶
応
四
年
）
に
、
荒

川
村
で
は
二
三
～
三
三
％
（
天
保
八
年
～
嘉
永
三
年
）
か
ら
二
九
～
三
七
％

（
嘉
永
七
年
～
慶
応
四
年
）
に
、
下
条
南
割
村
で
は
二
二
～
二
四
％
（
弘
化

二
年
～
嘉
永
六
年
）
か
ら
二
六
～
二
九
％
（
安
政
二
年
～
元
治
二
年
）
に
、

又
上
萩
原
村
で
は
一
七
～
一
九
％
（
天
明
八
年
～
文
化
三
年
）
か
ら
二
六

～
二
八
％
（
安
政
三
年
～
明
治
三
年
）
に
上
昇
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
東

南
湖
村
、
吉
田
村
等
、
表
２
に
短
期
間
の
数
値
と
し
て
載
る
村
々
の
、
三

世
代
家
族
比
の
変
動
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
東
南
湖
・
吉

（
肥
）

田
両
村
の
、
幕
末
の
三
世
代
家
族
比
は
高
い
と
い
え
る
。
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表2三世代家族及び父親と既婚跡継ぎを共に含む家族（実数（ ）は％を示す）

①総家族数②三世代家族数③父親と既婚跡継ぎを共に含む家族数

＜山梨郡上萩原村＞

天明8 寛政6 文化3

①164 177 172

② 31(19) 37(21) 29(17)

文政2

166

40(24）

31(19）

文政7

167

38(23）

23(14）

天保4

164

38(23）

15（9）

安政3

143

39(27）

天保10

154

40(26)

28(18）

弘化2

143

33(23）

27(19）

文久3

141

37(26）

明治3

125

35(28）

③20(12） 22(12） 22(13）

＜山梨郡上粟生野村＞

寛政4 寛政12文化1

①76 75 72

② 17(22) 18(24) 14(19)

③ 9(12) 10(13) 13(18)

＜山梨郡下小田原村上条組＞

弘化2 文久2 慶応2

①21 21 21

② 8 2 3

③ 3 1 1

＜山梨郡綿塚村＞

天保5天保11弘化3

①54 52 57

② 14(26) 6(12) 10(18)

29(20） 35(25） 30(24）

嘉永5

63

10(16）

7(11）

文化6

77

16(21）

12(16）

文化12文政4

77 78

21(27） 17(22）

16(21） 17(22）

文政12

73

17(23）

11(15）

天保5

71

15(21）

13(18）

天保11

64

16(25）

7(11）

弘化3

61

15(25）

17(28）

万延1

59

12(20）

16(27）

４応
２
４
３

慶
２

慶応2

58

20(34）

慶応4

59

20(34）

嘉永3

55

14(25）

嘉永7

57

14(25)

安政5

54

18(33）

文久2

58

17(29）

③ 5（9） 11(21） 13(23）

＜巨摩郡荒川村＞

天保8 天保12弘化2

①41 41 42

② 13(32) 12(29) 14(33)

15(27） 11(19） 14(26） 12(21） 11(19） 12(20）

嘉永3

40

9(23）

嘉永7

41

14(34）

慶応2

38

14(37）

慶応4

38

11(29）

元治’

36

11(31)

③ 5(12) 7(17) 11(26)

＜巨摩郡東南湖村＞

嘉永4 安政4 安政6

①167 182 167

②74144） 74(41） 74(44）

③38(23) 56(31) 49(29)

＜巨摩郡吉田村＞

安政2 安政6 文久3

①123 126 127

②46(37） 58(46） 58(46）

③20(16） 34(27） 27(21）

＜巨摩郡西野村北組＞

寛政3 寛政7寛政11

①41 40 39

② 11(27) 12(30) 12(31)

③ 3（ 7） 2（5） 3（8）

＜巨摩郡下条南割村＞

弘化2 嘉永2 嘉永6

①77 80 82

② 17(22) 18(23) 20(24)

10(25） 8(20） 9(25） 12(32） 12(32）

文久1

168

71(42）

41(24）

文久3

168

73(43）

38(23）

慶応3

124

53(43）

27(22）

天保8

47

18(38）

享和3

42

10(24）

2（5）

文化6

42

12(29)

4(10)

文化10

43

9(21)

5(12）

文化14

44

13(30）

5(11)

文政4

44

13(30）

文政8

46

13(28）

天保2

48

16(33）

7(16) 2( 4) 9(19) 10(21)

安政2

83

22(27）

文久2

85

22(26）

元治2

84

24(29）

③ 12(16) 8(10) 10(12)
＜巨摩郡下円井村＞

安政4 万延2 文久3

①75 76 75

②23(31） 20(26） 17(23）

③ 12(16） 15(20） 14(19）

＜巨摩郡新奥村＞

文化1 文化4 文化7

① 19 19 18

② 5 3 5

③ 3 6 8

12(14）

慶応3

76

20(26）

22(29）

10(12） 10(12）

明治2

81

26(32）

19(23）

文化12

18

7

6

各村の宗門人別改帳による。
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（
一
）
世
帯
主
の
記
載
に
関
す
る
明
治
初
年
戸
籍
と
宗
門
人
別
改
帳
の

異
質
性

（
凶
）

隠
居
は
近
世
社
会
に
み
ら
れ
た
一
般
的
な
家
族
慣
行
で
あ
り
、
宗
門
人

別
改
帳
の
家
族
に
も
隠
居
の
形
態
が
表
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
宗
門
人
別
改
帳
の
家
族
筆
頭
者
で
あ
る
世
帯
主
の
父
親
は
隠

居
を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
世
帯
主
に
関
す
る
宗
門
人

別
改
帳
の
記
載
に
は
、
現
実
が
正
確
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
は
必
ず
し
も

い
え
な
い
。
一
例
と
し
て
都
留
郡
新
倉
村
上
組
に
つ
い
て
み
る
と
、
明
治

初
年
の
戸
籍
関
連
文
書
で
あ
る
「
新
倉
村
上
組
明
治
五
年
戸
籍
下
調
簿
」

に
よ
る
明
治
五
年
に
は
、
九
三
家
族
中
の
一
八
家
族
で
隠
居
が
行
わ
れ
て

い
る
の
に
対
し
、
わ
ず
か
三
年
前
の
「
新
倉
村
明
治
二
年
宗
旨
人
別
改
帳
」

に
よ
る
と
、
全
村
二
二
一
家
族
中
の
八
家
族
に
隠
居
が
行
わ
れ
て
い
る
に

す
ぎ
な
い
。
同
様
の
差
は
外
に
山
梨
郡
熊
野
村
（
後
出
）
に
も
み
ら
れ
る
。

（
鋤
）

宗
門
人
別
改
帳
は
明
治
初
年
の
戸
籍
と
は
異
な
る
記
載
方
式
に
よ
っ
て

作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
幕
末
・
明
治
初
年
の
民
事
慣
行
を
示
す
「
全

（
幻
）

国
民
事
慣
例
類
集
」
に
、
宗
門
人
別
改
帳
の
筆
頭
者
に
関
連
す
る
家
督
相

続
の
慣
行
を
み
る
と
地
方
差
が
あ
る
。
甲
斐
国
で
は
山
梨
郡
は
「
家
督
相

続
ス
ル
ト
キ
ハ
…
名
主
許
へ
口
上
ヲ
以
届
出
ル
事
ナ
リ
」
と
さ
れ
る
が
巨

（
亜
）

摩
郡
で
は
「
実
子
ハ
別
段
聴
届
ノ
例
ナ
シ
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
巨
摩

郡
の
よ
う
に
実
子
の
相
続
の
届
出
を
し
な
い
こ
と
は
、
現
実
に
隠
居
が
行

六
隠
居
慣
行

（
二
）
近
世
末
・
明
治
初
の
父
親
と
既
婚
跡
継
ぎ
を
共
に
含
む
家
族

本
稿
の
分
析
対
象
で
あ
る
村
の
各
宗
門
人
別
改
帳
に
載
る
家
族
で
は
、

父
親
が
隠
居
を
し
て
い
る
未
婚
の
世
帯
主
は
約
三
人
以
下
に
限
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
父
親
の
隠
居
が
跡
継
ぎ
の
婚
姻
を
前
提
に
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
示
唆
す
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
男
子
婚
姻
年
齢
の
低
下
は
後
継
ぎ

の
婚
姻
を
前
提
と
す
る
父
親
の
隠
居
の
増
加
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
（
二
に
前
述
し
た
よ
う
に
宗
門
人
別
改
帳
の
世
帯
主
の
表
示
は
、

実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
父
親
の
隠
居
の
事
実
を
正
確
に
示
す
も
の
と
は
い

え
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
父
親
の
隠
居
の
有
無
を
問
わ
ず
、
父
親

と
既
婚
跡
継
ぎ
を
共
に
含
む
家
族
の
状
況
に
つ
い
て
、
男
子
婚
姻
年
齢
が

低
い
幕
末
・
明
治
初
年
の
村
々
を
み
る
。

隠
居
慣
行
は
基
本
的
に
三
世
代
を
家
族
構
成
上
の
前
提
と
し
て
成
立
す

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
表
２
に
よ
る
と
三
世
代
家
族
の
増
加
に

伴
う
、
父
親
と
既
婚
跡
継
ぎ
を
共
に
含
む
家
族
の
増
加
は
必
ず
し
も
明
確

で
は
な
い
。
し
か
し
数
力
村
に
は
そ
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

表
２
の
各
村
は
、
近
世
末
・
明
治
初
の
約
八
○
年
間
に
含
ま
れ
る
が
、

呈
示
す
る
数
値
の
年
代
期
間
は
村
ご
と
に
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、

約
七
○
～
八
○
年
の
長
期
変
動
を
示
す
山
梨
郡
上
萩
原
村
、
同
上
粟
生
野

村
の
三
世
代
家
族
比
及
び
父
親
と
既
婚
跡
継
ぎ
を
共
に
含
む
家
族
の
比
を

み
る
と
、
上
粟
生
野
村
に
は
こ
の
間
の
目
立
っ
た
変
化
は
無
い
が
、
上
萩

わ
れ
て
い
る
家
族
を
旧
世
帯
主
の
ま
ま
記
載
す
る
宗
門
人
別
改
帳
の
方
式

に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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原
村
に
は
明
治
維
新
前
後
に
か
け
て
の
上
昇
が
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
。

又
西
野
村
北
組
で
も
幕
末
に
か
け
て
三
世
代
家
族
比
及
び
父
親
と
既
婚
跡

継
ぎ
を
共
に
含
む
家
族
の
比
が
上
昇
傾
向
を
示
し
、
荒
川
村
に
も
そ
の
傾

向
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
他
の
一
二
～
二
○
年
の
短
期
間
を
載
せ
る
東
南

湖
村
、
下
条
南
割
村
等
で
は
、
隠
居
の
増
加
の
変
化
を
み
る
こ
と
は
で
き

な
い
。（

三
）
跡
継
ぎ
の
婚
姻
に
関
連
す
る
父
親
の
隠
居

表
３
は
世
帯
主
の
婚
姻
と
そ
の
父
親
の
隠
居
の
時
期
の
差
を
示
す
が
、

世
帯
主
の
婚
姻
と
は
一
に
述
べ
た
よ
う
に
宗
門
人
別
改
帳
に
載
る
各
家
族

の
変
遷
過
程
か
ら
抽
出
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
父
親
の
隠
居
と

は
六
（
一
）
に
述
べ
た
理
由
に
よ
り
、
宗
門
人
別
改
帳
の
記
載
に
基
づ
く

隠
居
の
み
を
指
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
表
３
に
載
る
村
に
は
こ
の
他
に

も
父
親
の
隠
居
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。

世
帯
主
の
婚
姻
と
父
親
の
隠
居
が
同
年
（
表
３
で
は
差
を
０
年
で
示
す
）

で
あ
る
家
族
の
多
い
村
で
あ
る
天
明
八
年
～
明
治
二
年
の
山
梨
郡
上
萩
原

村
で
は
、
二
八
例
の
世
帯
主
の
婚
姻
中
の
六
八
例
が
、
そ
れ
に
該
当
す

る
。
同
様
に
し
て
文
化
元
年
～
文
久
二
年
の
山
梨
郡
上
粟
生
野
村
で
は
三

二
例
中
の
一
五
例
が
、
天
保
五
年
～
慶
応
四
年
の
山
梨
郡
綿
塚
村
で
は
二

四
例
中
の
二
例
が
、
天
保
一
二
年
～
元
治
二
年
の
巨
摩
郡
下
条
南
割
村

で
は
一
八
例
中
の
一
二
例
が
そ
れ
に
該
当
し
て
い
る
。
又
同
時
期
の
上
萩

原
村
で
は
、
二
八
例
中
の
八
六
例
の
多
数
が
、
跡
継
ぎ
の
婚
姻
一
年
以

内
に
行
わ
れ
た
父
親
の
隠
居
で
あ
る
。

明
治
初
年
の
山
梨
郡
熊
野
村
に
お
け
る
家
族
形
態
の
右
の
特
徴
は
、
男

子
婚
姻
年
齢
の
低
下
と
同
時
に
、
世
帯
主
の
婚
姻
時
と
父
親
の
隠
居
時
が

近
い
こ
と
等
の
慣
行
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の

条
件
を
も
つ
明
治
維
新
前
後
の
甲
斐
国
内
の
村
々
に
は
、
こ
の
熊
野
村
に

多
少
な
り
と
も
近
い
家
族
形
態
上
の
特
質
が
み
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
で
の
以
上
の
分
析
は
、
資
料
及
び
分
析
方
法
共
不
十
分
な
も
の
で
あ

る
と
は
い
え
、
『
家
族
構
成
』
に
お
い
て
戸
田
貞
三
が
土
肥
鍛
冶
屋
村
に
つ

い
て
行
っ
た
分
析
と
そ
の
要
因
の
推
定
の
妥
当
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
維
新
期
を
中
心
と
す
る
近
世
末
・
明
治
初
期
の
本
稿
の
検
討

に
お
い
て
は
、
家
族
の
実
生
活
に
関
す
る
考
察
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
中

（
羽
）

田
薫
に
よ
る
と
、
近
世
の
隠
居
は
生
前
に
家
名
と
家
督
（
財
産
）
を
相
続

こ
の
様
に
跡
継
ぎ
の
婚
姻
直
後
に
父
親
が
隠
居
を
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、

家
族
形
態
に
ど
の
様
に
影
響
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
「
熊
野
村
明
治
三
年
戸
籍

下
調
簿
」
に
よ
る
山
梨
郡
熊
野
村
で
は
、
全
村
八
七
家
族
の
う
ち
、
父
親

と
既
婚
跡
継
ぎ
を
共
に
含
む
家
族
が
二
一
家
族
あ
り
、
そ
の
二
一
家
族
の

父
親
が
隠
居
を
し
て
い
る
。
表
４
に
よ
る
と
明
治
三
年
の
同
村
で
は
、
未

婚
子
の
父
親
で
あ
る
世
帯
主
が
全
世
帯
主
の
六
六
％
に
の
ぼ
り
、
同
時
に

未
婚
子
の
祖
父
で
あ
る
世
帯
主
は
皆
無
で
あ
る
。
又
世
帯
主
の
傍
系
親
族

で
あ
る
兄
弟
姉
妹
を
含
む
家
族
が
約
三
○
％
と
高
比
率
で
あ
る
。

む
す
び
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表3世帯主の婚姻時における父親の隠居の状況

各村の宗門人別改帳による。

表4世帯主の未婚子・キョウダイ・父親を中心とした熊野村の家族分類

｢熊野村明治3年戸籍下調簿」による。 合計87

-101-

村 名
上萩原上粟生

上切野
綿塚

下小田原下条南

上条組割
東南湖荒川新奥吉田

西野北

組
下円井

天明8文化l天保5 弘化2天保12嘉永4天保8文化l安政2寛政3安政1

年 代

明治2文久2慶応4 明治3 元治2文久3慶応4文化12慶応3天保4明治2

l父親の隠居がある 118 32 24 0 18 5 5

（
世
帯
主
の
婚
姻
と
父
親
の
隠
居
の
時
期
の
差
）

ワ
］ 7 9 8

0年 68 15 11 0 12 4 1 1 2 3 1

1 ノノ 18 1 0 0 0 （） 0 1 ． 0 0 0

2ノノ 5 3 7 0 2 0 1 0 1 2

″
″
″
″
″
″
″

３
４
５
６
７
８
９
10〃

？ー

1 0 0 （） 0 0 0 0 0 0

3 ツ
ー 0 1 1 1 （） 4 2 5

3 1 0 0 0 0 0 0 0 0

3 1 0 0 0 1 0 （） 1 0

9 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0

０
０
０

０
０
１

０
０
０

０
０
０

０
０
０

０
０
０

１
０
０

０
０
０

１
０
０

３
０
０

不明 18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

2父親の隠居がない 176 56 22 16 33 46 25 2 31 26 24

3隠居の有無が不明 41 7 ワ
ー 0 0 1 0 1 10 13 12

世帯主の婚姻総数 335 95 48 16 51 52 30 5 48 48 44

l未婚子がいる世帯主

1-1世帯主の父親がいない1－2世帯主の父親(祖父）

がいる

2未婚子がいない世帯主

2-1世帯主の父親がいない2－2世帯主の父親がいる

世
帯
主
の
キ
ョ
ウ
ダ
イ
ー
世
帯
主
の
キ
ョ
ウ
ダ
イ

（
傍
系
親
族
）
が
い
な
い
一
（
傍
系
親
族
）
が
い
る

父十子 4夫婦十子十父 4

母（後家)＋子 2夫婦十子十父母 1

夫婦十子 23

夫婦十子十母 7

夫婦十子十他 l

夫婦十子十孫 1

夫婦十キョウダイ夫婦 夫婦十子十祖父母十

＋その他 2 キョウダイ＋厄介 1

夫婦十子十母十キョウ 夫婦十子十父母十

ダイ 3 キョウダイ 5

夫婦十子十キョウダイ 2夫婦十子十父母十

キョウダイ＋叔母 1

夫婦十子十祖母十

父母十キョウダイ 1

1人 11 夫婦十父 1

夫婦のみ l 夫婦十父母 1

世帯主十母十後見 2

後家十母 1

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一■■ 一一一‐一一一-一一一－一一一一一一一一一一ー一一一一一一■

キョウダイのみ l 夫婦十父母十

夫婦十母十キョウダイ l キョウダイ 4

夫婦十母十キョウダイ 4夫婦十父十

キョウダイ 2



人
に
譲
る
こ
と
を
指
し
、
親
世
代
の
別
棟
へ
の
移
動
は
要
件
と
さ
れ
な
い
。

（
別
）

又
大
竹
秀
男
に
よ
る
と
畿
内
農
村
で
は
、
近
世
初
期
の
隠
居
分
家
が
中
期

以
後
か
ら
家
内
隠
居
に
代
わ
っ
た
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
多
く
の
場
合
、

隠
居
を
し
た
父
親
は
引
き
続
き
跡
継
ぎ
と
同
一
家
屋
に
住
む
こ
と
が
近
世

（
妬
）

末
年
の
隠
居
の
姿
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
は
い
え
市
史
に
み
ら
れ
る

近
世
末
の
隠
居
に
は
父
親
の
隠
居
分
家
も
み
ら
れ
る
。
又
明
治
五
年
の
山

（
妬
）

梨
郡
熊
野
村
で
は
八
五
家
族
中
の
一
○
家
族
に
隠
宅
が
あ
る
。
隠
居
は
直

系
家
族
内
に
複
雑
な
家
族
秩
序
を
形
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
父

親
（
と
共
に
母
親
・
兄
弟
姉
妹
等
）
の
隠
宅
へ
の
移
住
は
、
三
世
代
家
族

を
、
父
親
と
跡
継
ぎ
そ
れ
ぞ
れ
の
核
的
小
家
族
に
分
裂
さ
せ
る
契
機
に

な
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
様
に
考
え
る
と
近
世
末
・
明
治
初
期
の
甲
斐
国

の
直
系
家
族
に
は
、
三
世
代
の
統
合
と
共
に
隠
居
に
よ
る
親
世
代
と
子
世

代
の
分
離
も
少
数
な
が
ら
み
ら
れ
、
家
族
の
内
部
構
造
に
は
柔
軟
性
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

《
汪（

１
）
福
島
正
夫
『
日
本
資
本
主
義
と
「
家
」
制
度
』
（
東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
七
五
年
）
二
二
～
二
三
頁
に
よ
る
と
明
治
四
年
戸

籍
法
に
よ
り
尊
属
・
直
系
・
男
系
を
上
位
と
す
る
「
戸
籍
同
戸

列
次
ノ
順
」
が
定
め
ら
れ
た
が
、
利
谷
信
義
「
民
法
と
戸
籍
制

度
」
（
利
谷
信
義
編
『
福
島
正
夫
著
作
集
第
二
巻
家
族
」
勁
草
書

房
、
一
九
九
六
年
三
五
～
三
六
頁
）
に
よ
る
と
、
戸
籍
の
変

動
に
関
す
る
地
方
法
令
は
、
民
法
制
定
上
の
資
料
と
な
っ
た
。

（
２
）
戸
田
貞
三
「
家
族
構
成
」
（
弘
文
堂
、
一
九
五
三
年
）
第
二
章

我
国
の
家
族
構
成
。

（
３
）
資
料
で
あ
る
宗
門
人
別
改
帳
は
、
上
萩
原
村
上
切
の
四
一
冊

（
天
明
八
～
明
治
二
）
、
上
粟
生
野
村
の
三
二
冊
（
寛
政
四
～
文

久
二
）
、
下
小
田
原
村
の
一
七
冊
（
弘
化
二
～
明
治
二
）
、
綿
塚

村
の
一
四
冊
（
天
保
五
～
慶
応
四
）
、
西
野
村
北
組
の
一
五
冊
（
寛

政
三
～
天
保
四
）
、
東
南
湖
村
の
五
冊
（
嘉
永
四
～
文
久
三
）
、

下
円
井
村
の
一
六
冊
（
天
明
三
～
明
治
二
）
、
吉
田
村
の
六
冊
（
安

政
二
～
慶
応
三
）
、
下
条
南
割
村
の
八
冊
（
天
保
一
二
～
元
治

二
）
、
荒
川
村
の
二
冊
（
天
保
八
～
慶
応
四
）
、
新
奥
村
の
五

冊
（
文
化
元
～
文
化
一
二
）
で
あ
る
。

（
４
）
戸
田
貞
三
前
掲
書
、
戸
田
貞
三
「
宗
門
帳
に
於
て
観
ら
れ
る

家
族
構
成
員
」
（
戸
田
貞
三
鈴
木
栄
太
郎
監
修
「
家
族
と
村
落
』

日
光
書
院
、
一
九
四
二
年
）
、
小
山
隆
「
家
族
形
態
の
周
期
的
変

化
」
（
喜
多
野
清
一
岡
田
謙
編
『
家
ｌ
そ
の
構
造
分
析
」
創
文

社
、
一
九
五
九
年
）
、
喜
多
野
清
二
江
戸
中
期
甲
州
山
村
の
家

族
構
成
」
（
喜
多
野
清
一
岡
田
謙
編
前
掲
書
）
。

（
５
）
前
掲
『
家
族
構
成
』
第
二
章
我
国
の
家
族
構
成
。

（
６
）
山
室
周
平
「
戸
田
貞
三
の
家
族
学
説
ｌ
初
期
に
お
け
る
家
族

史
の
形
成
を
中
心
に
ｌ
」
（
家
族
問
題
研
究
会
編
『
山
室
周
平
著

作
集
家
族
学
説
史
の
研
究
』
垣
内
出
版
、
一
九
八
七
年
）
に

よ
る
と
戸
田
貞
三
の
初
期
の
論
文
『
日
本
に
於
け
る
家
の
制
度

発
達
の
研
究
』
で
は
、
家
制
度
の
科
学
的
究
明
に
お
け
る
事
実
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研
究
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
た
。
そ
し
て
太
古
・
王
朝
時
代
の

婚
姻
年
齢
、
家
族
人
員
等
が
分
析
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
は
「
家

族
構
成
」
に
お
い
て
も
主
要
な
分
析
事
項
と
な
っ
て
い
る
。

（
７
）
喜
多
野
清
一
「
日
本
の
家
と
家
族
」
（
「
家
と
同
族
の
基
礎
理

論
』
未
来
社
、
一
九
七
六
年
）
に
よ
る
と
、
『
家
族
構
成
』
に
お

い
て
家
長
的
家
族
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
第
二
章
で
三
世

代
以
上
の
家
族
に
視
点
を
当
て
た
分
析
に
も
表
れ
て
い
る
。

（
８
）
正
岡
寛
司
藤
見
純
子
嶋
崎
尚
子
「
近
世
農
民
の
世
帯
と

個
人
の
動
態
的
な
理
解
の
た
め
に
」
（
利
谷
信
義
鎌
田
浩
平

松
紘
編
「
戸
籍
と
身
分
登
録
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九

六
年
）
。

（
９
）
速
水
融
『
近
世
農
村
の
歴
史
人
口
学
的
研
究
ｌ
信
州
諏
訪
地

方
の
宗
門
人
別
改
帳
分
析
」
（
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
七
三

年
）
、
速
水
融
「
江
戸
の
農
民
生
活
史
ｌ
宗
門
改
帳
に
み
る
濃
尾

の
一
農
村
』
（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
八
九
年
）
、
成
松
佐

恵
子
「
近
世
東
北
農
村
の
人
び
と
」
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九

八
五
年
）
。

（
岨
）
前
掲
「
家
族
構
成
」
第
三
二
表
。

（
Ⅱ
）
前
掲
「
家
族
構
成
』
五
七
三
頁
。

（
ｕ
）
荻
原
香
代
子
「
幕
末
維
新
期
甲
斐
国
に
お
け
る
直
系
家
族
慣

行
」
（
お
茶
の
水
女
子
大
学
生
活
社
会
科
学
研
究
会
編
「
生
活
社

会
科
学
研
究
』
第
五
号
、
一
九
九
八
年
）
。

（
咽
）
前
掲
「
近
世
農
村
の
歴
史
人
口
学
的
研
究
Ｉ
信
州
諏
訪
地
方

の
宗
門
人
別
改
帳
分
析
」
一
二
四
頁
、
一
二
七
頁
、
一
八
七
頁
。

（
Ｍ
）
前
掲
「
近
世
東
北
農
村
の
人
び
と
」
八
三
頁
、
八
四
頁
。

（
略
）
甲
斐
国
内
四
力
村
の
近
世
初
・
中
期
の
男
子
平
均
初
婚
年
齢

を
宗
門
人
別
改
帳
に
基
づ
い
て
求
め
る
と
山
梨
郡
国
府
村
（
寛

文
六
～
元
禄
一
五
二
○
人
の
平
均
）
は
二
九
・
三
歳
、
同
赤

尾
村
（
寛
保
元
～
宝
暦
一
三
三
五
人
の
平
均
）
は
二
九
・
八

歳
、
同
小
屋
敷
村
（
寛
延
四
～
寛
政
二
八
七
人
の
平
均
）
は

二
九
・
四
歳
、
巨
摩
郡
上
神
取
村
（
寛
文
六
～
享
保
八
六
六

人
の
平
均
）
は
三
○
・
四
歳
で
あ
る
。

（
坊
）
成
松
佐
恵
子
前
掲
害
第
三
’
一
三
図
に
男
子
平
均
結
婚
年

齢
を
み
る
と
、
一
七
一
六
年
以
後
上
昇
を
し
て
き
た
が
一
八
○

○
年
代
前
半
に
低
下
を
し
て
い
る
。
同
書
第
七
章
に
よ
れ
ば
天

明
・
天
保
の
飢
鐘
に
よ
り
東
北
地
方
の
民
衆
は
苦
し
い
生
活
を

強
い
ら
れ
た
が
、
そ
の
こ
と
は
男
子
平
均
結
婚
年
齢
に
影
響
し

た
と
も
思
わ
れ
る
。

（
Ⅳ
）
宗
門
人
別
改
帳
の
一
～
四
歳
児
の
記
載
状
況
は
村
ご
と
に
異

な
っ
て
い
る
。
全
村
人
口
に
対
す
る
こ
の
比
が
○
％
で
あ
る
荒

川
村
を
除
き
一
～
九
％
で
あ
る
本
稿
の
史
料
は
幼
少
の
孫
を
含

む
三
世
代
家
族
の
分
析
に
適
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
肥
）
注
（
咽
）
に
載
る
近
世
初
・
中
期
の
国
府
・
上
神
取
両
村
の

三
世
代
家
族
比
は
一
○
％
未
満
で
あ
る
。
こ
の
低
い
要
因
は
両

村
の
宗
門
人
別
改
帳
に
一
～
四
歳
児
が
載
ら
な
い
こ
と
及
び
男

子
平
均
初
婚
年
齢
が
高
い
こ
と
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
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（
岨
）
福
尾
猛
一
郎
「
日
本
家
族
制
度
史
概
説
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一

九
七
二
年
）
に
よ
る
と
近
世
に
は
隠
居
が
一
般
的
な
慣
行
で
あ

り
又
大
竹
秀
男
『
封
建
社
会
の
農
民
家
族
」
（
創
文
社
、
一
九
八

二
年
）
に
よ
る
と
畿
内
農
村
で
は
近
世
初
期
か
ら
隠
居
が
行
わ

れ
て
い
た
。
又
速
水
融
前
掲
害
一
七
六
頁
・
一
七
七
頁
に
よ
る

と
信
州
諏
訪
郡
で
は
一
七
七
○
年
～
一
八
六
○
年
に
隠
居
が
急

（
別
）
福
島
正
夫
「
明
治
前
期
に
お
け
る
「
家
」
制
度
の
形
成
」
（
大

島
美
津
子
編
『
福
島
正
夫
著
作
集
第
九
巻
地
方
制
度
』
勁
草
書

房
、
一
九
九
六
年
）
に
よ
る
と
、
明
治
前
期
の
戸
籍
編
成
で
は

房
、
一
九
九
六
年
）
に
よ
る
と
、
両

（
Ⅲ
）
湯
沢
雍
彦
編
『
日
本
揖

度
」
（
ド
メ
ス
出
版
、
一

の
家
族
慣
習
・
布
告
等
。

「
日
本
婦

（
別
）
大
竹
秀
男
「
封
建
社
会
の
農
民
家
族
』
（
創
文
社
、
一
九
八
二

（
羽
）
中
田
薫
『
徳
川
時
代
ノ
文
学
二
見
エ
タ
ル
私
法
」
（
明
治
堂
、

（
〃
）
隠
居
等
に
よ
る
世
帯
主
の
変
更
の
届
出
が
さ
れ
な
い
例
は

「
全
国
民
事
慣
例
類
集
」
に
多
く
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
陸
中

胆
沢
郡
・
紀
伊
国
名
草
郡
・
海
部
郡
で
も
「
届
ナ
シ
」
と
さ
れ

（
妬
）
都
留
市
史
資
料
編
（
都
留
市
、
一
九
九
四
年
）
四
四
二
頁
～
四

増
し
た
。

現
実
に
則
し
た
調
査
が
行
わ
れ
た
。

年
）
三
二
七
頁
。

て
い
る
。

一
九
二
五
年
）
二
四
六
頁
。

人
問
題
資
料
集
成
第
五
巻
家
族
制

版
、
一
九
七
六
年
）
第
１
部
明
治
民
法
制
定
前

四
三
頁
、
富
士
吉
田
市
史
資
料
編
近
世
Ⅲ
（
富
士
吉
田
市
、
一

九
九
四
年
）
三
三
二
頁
、
三
三
四
頁
に
は
、
近
世
の
都
留
郡
に

お
け
る
居
住
の
分
離
を
伴
う
隠
居
例
が
み
ら
れ
る
。

（
恥
）
「
熊
野
村
明
治
五
年
戸
籍
人
別
取
調
帳
」
に
よ
る
。

（
家
族
関
係
学
）
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